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関
東
大
震
災
と
宮
崎
県
庁
の
対
応 

―
そ
の
初
期
活
動
と
情
報
収
集
手
段
と
し
て
の
電
報
― 

 

は
じ
め
に 

 

宮
崎
県
文
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
「
歴
史
資
料
文
書
」
（
公
文
書
）
の
特
色
の

一
つ
に
、
近
代
の
中
央
集
権
的
な
国
の
組
織
の
な
か
で
、
政
府
の
官
庁
所
在
地

か
ら
遠
く
は
な
れ
た
地
方
の
行
政
機
関
で
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

多
く
の
「
電
報
送
達
紙
」
及
び
電
報
の
発
受
の
文
書
が
あ
る
。
今
ま
で
話
題
に

も
な
ら
な
か
っ
た
が
、
恐
ら
く
こ
れ
だ
け
の
電
報
送
達
紙
を
公
文
書
（
宮
崎
県

で
は
「
歴
史
資
料
文
書
」
と
す
る
）
と
し
て
所
蔵
し
て
い
る
機
関
は
少
な
い
と

思
わ
れ
る
。 

 

 

今
確
認
さ
れ
て
い
る
電
報
送
達
で
最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
、
明
治
七
年

「
征
台
の
役
」
の
外
交
交
渉
の
結
果
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
降
昭
和
二
〇

年
代
ま
で
、
最
速
で
適
確
な
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
、
ま
た
円
滑
な
行
政
事
務

の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
日
本
の
歴

史
の
一
頁
を
伝
え
る
も
の
か
ら
、
事
務
上
の
連
絡
ま
で
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

日
本
の
動
き
を
い
ち
は
や
く
地
方
で
受
け
と
め
た
、歴
史
そ
の
も
の
で
も
あ
る

と
い
え
る
。 

 

こ
れ
ら
の
膨
大
な
公
文
書
と
し
て
の
「
電
報
送
達
紙
」
を
み
る
と
、
適
確
な

素
早
い
行
政
と
は
、
素
早
い
情
報
収
集
と
先
を
読
ん
だ
施
策
で
あ
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。 

 

こ
こ
で
は
関
東
大
震
災
前
後
に
受
信
さ
れ
た
電
報
を
通
し
て
、宮
崎
県
庁
の

動
き
を
紹
介
す
る
。 

 

宮
崎
県
文
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
関
東
大
震
災
に
関
す
る
「
歴
史
資
料
文
書
」

に
は
初
期
の
県
庁
の
動
き
を
総
括
し
た
「
大
正
十
二
年
九
月 

東
京
地
方
震
災

ニ
関
ス
ル
件 

知
事
官
房
」
の
件
名
を
も
つ
簿
冊
（
雑
書 

三
八
七
三
）
が
あ

る
【
写
真
１
】
。
昭
和
七
年
、
所
管
課
か
ら
永
年
保
存
文
書
と
し
て
、
当
時
の

文
書
課
（
の
ち
総
務
課
と
な
る
。
）
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

          

こ
の
中
に
大
正
一
二
年
九
月
二
日
（
地
震
発
生
の
翌
日
）
か
ら
九
月
五
日
ま

で
の
県
庁
の
動
き
を
、
宮
崎
県
内
務
部
が
「
震
災
事
務
取
扱
概
況
第
一
報
」
と

し
て
同
年
九
月
十
五
日
に
ま
と
め
た
文
書
が
あ
る
【
写
真
２
】
。（
ガ
リ
版
刷
六

頁
で
第
二
報
以
下
は
見
当
た
ら
な
い
） 

【写真１】『雑書』原表紙 
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地
震
発
生
直
前
の
同
年
八
月
二
六
日
に
は
内
閣
が
総
辞
職
し
、九
月
二
日
に

は
第
二
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
が
成
立
す
る
な
ど
、
八
月
末
か
ら
九
月
は
じ
め
に

か
け
て
未
曽
有
の
多
難
な
時
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
間
の
電
報
を
通
し
て
、
こ
の
災
害
時
に
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
ど
の
経

路
で
伝
え
ら
れ
、
数
少
な
い
情
報
の
な
か
で
状
況
を
確
認
し
、
素
早
い
対
応
を

し
て
い
る
か
を
み
て
い
き
た
い
。
（
訳
文
は
原
文
の
ま
ま
記
載
） 

               

               

宮
崎
県
庁
の
震
災
へ
の
対
応 

〈
九
月
一
日
〉 

 

概
況
の
中
に
震
災
発
生
の
九
月
一
日
（
土
曜
日
）
午
後
の
こ
と
に
ま
っ
た
く

ふ
れ
て
な
い
。
情
報
を
ま
っ
た
く
入
手
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
日
が
土
曜
日

で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
災
害
地
の
情
報
発
信
の
中
心
機
能
（
電
信
・
電
話
）
が

壊
滅
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。 

【８月末～９月はじめの組閣と関東大震災の伝達】 
 
大正１２年 
８月２５日 首相加藤友三郎死去 
８月２５日 臨時総理大臣内田康哉外相兼任 
８月２６日 内閣総辞職 
８月２８日 山本権兵衛に組閣命令 
９月 １日 関東大震災おこる 

  ※死者 91,802人 行方不明 42,257人 
９月 ２日 第２次山本権兵衛内閣成立 

   （電報）内務次官→長野県知事経由→宮崎県知事 
９月 ３日 震災公報 

（震災第１報）井上内務次官→山口県知事経由→宮崎県知事 
９月 ４日 同上文 

井上内務次官→福岡県知事→宮崎県知事 

【写真２】震災事務取扱概況第一報 
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〈
九
月
二
日
〉 

 

 
こ
の
日
は
日
曜
日
で
あ
る
。
午
前
一
〇
時
頃
、
宮
崎
町
内
の
日
州
新
聞
、
宮

崎
新
聞
な
ど
が
号
外
で
、
九
月
一
日
午
前
、
東
京
地
方
に
大
震
災
が
あ
り
、
火

災
が
各
所
に
起
こ
る
、
と
い
う
旨
を
報
道
し
た
。 

 

そ
れ
で
内
務
・
警
察
の
両
部
長
、
官
房
主
事
、
官
房
秘
書
係
、
地
方
課
（
課

長
は
病
気
療
養
中
）
主
席
、
救
済
事
業
主
任
、
同
係
が
登
庁
し
て
、
す
ぐ
に
震

災
地
に
対
し
て
状
況
の
問
合
わ
せ
す
る
が
、
電
信
不
能
で
連
絡
が
つ
か
な
い
。 

 

や
む
を
え
ず
近
畿
地
方
の
府
県
及
び
福
岡
県
な
ど
に
照
会
す
る
が
、ど
の
返

信
に
も
当
時
の
模
様
は
判
明
し
な
い
。
午
後
四
時
五
分
、
福
岡
県
警
察
部
長
か

ら
宮
崎
県
警
察
部
長
あ
て
の
電
報
が
届
い
た
。 

 

「
シ
ン
ブ 

ン
シ
ホ
ウ
ド 

ウ
ニ
ヨ
レ
バ 

デ 
ン
カ
サ
イ
ハ
ジ 

ジ 

ツ

ラ
シ
キ
モ
ゼ 

ウ
ケ
ウ
フ
メ
イ
（
新
聞
紙
の
報
道
に
依
れ
ば
、
電 

火
災
は
事

実
ら
し
き
も
、
状
況
不
明
）」 

※
「
電
」
は
電
報
で
知
ら
さ
れ
た
火
災
の
こ
と
か
。 

こ
れ
ら
の
返
電
や
新
聞
号
外
を
総
合
し
て
、
少
し
確
信
の
も
て
る
内
容
を
得

て
い
る
。 

 

 

そ
こ
で
二
人
の
部
長
、
そ
の
他
関
係
課
長
が
知
事
官
舎
に
集
ま
り
、
夜
半
ま

で
救
済
方
法
に
つ
い
て
会
議
を
開
き
、
と
も
か
く
急
ぎ
「
参
事
会
」
を
招
集
し

て
、
相
応
の
拠
出
を
す
る
こ
と
を
決
め
た
。 

 

同
夜
の
う
ち
に
電
話
、
電
報
又
は
使
者
に
よ
り
四
日
に
参
事
会
を
招
集
し
た

が
、
交
通
・
通
信
機
関
の
関
係
で
四
日
に
全
員
集
め
る
こ
と
は
無
理
と
な
り
、

五
日
の
招
集
に
変
更
し
た
。
そ
の
一
方
で
は
、
宮
崎
県
か
ら
寄
贈
す
る
米
千
俵

（
四
〇
〇
石
）
の
購
入
買
付
に
着
手
し
て
全
部
を
購
入
し
準
備
が
完
了
し
た
。 

〈
九
月
三
日
〉 

 

 

午
前
一
〇
時
、
庁
下
の
官
庁
の
長
や
宮
崎
町
長
、
各
新
聞
社
、
赤
十
字
社
、

愛
国
婦
人
会
支
部
な
ど
の
代
表
の
登
庁
を
求
め
、
両
部
長
、各
課
長
が
集
合
し
、

義
捐
金
募
集
な
ら
び
に
救
損
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
す
る
。 

各
新
聞
社
で
は
広
告
を
無
料
と
す
る
等
こ
の
事
業
を
後
援
す
る
こ
と
を
決

め
る
。
庁
下
そ
の
他
の
七
新
聞
紙
の
広
告
は
【
写
真
３
】
の
よ
う
で
あ
る
。 

             

【写真３】義捐金品募集の新聞広告（切り抜き）
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宮
崎
県
で
は
、
こ
の
協
議
が
終
わ
る
と
す
ぐ
各
郡
長
に
対
し
て
電
話
と
書
面

で
義
捐
金
募
集
取
扱
方
法
を
示
し
た
。
ま
た
こ
の
日
、
門
司
鉄
道
局
長
に
対
し

て
食
料
品
の
無
料
輸
送
を
交
渉
し
、救
済
品
の
準
備
中
で
あ
る
こ
と
を
打
電
し

て
貨
車
の
配
当
を
依
頼
し
た
。 

 

ち
な
み
に
、
こ
の
年
の
春
、
日
豊
線
は
全
線
開
通
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ

の
日
、
山
口
県
知
事
か
ら
午
後
六
時
一
〇
分
発
信
、
同
八
時
二
〇
分
着
信
の
公

電
で
、
井
上
内
務
次
官
か
ら
の
電
報
を
伝
達
し
て
き
た
【
写
真
４
】
。
同
文
は
、

翌
日
（
四
日
）
福
岡
県
知
事
か
ら
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

宮
崎
県
知
事
宛 

山
口
県
知
事 

訳
文 

井
上
内
務
次
官
ヨ
リ
ノ
電
報
ヲ
貴
官
ニ
伝
達
ス 

一
日
午
前
十
一
時
五
十
八
分
当
地
大
地
震
ア
リ
、
火
災
各
所
ニ
起
コ
リ

東
京
ノ
大
半
殆
ン
ト
烏
有
ニ
帰
シ
、
人
畜
ノ
被
害
、
財
産
ノ
損
害
計
リ

知
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
、非
常
ニ
大
規
模
ノ
救
護
ヲ
要
ス
ル
見
込

ニ
シ
テ
、
衛
生
材
料
、
食
糧
等
多
数
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
、
貴
管
下
ニ
於

テ
右
等
ノ
材
料
ヲ
豫
メ
準
備
シ
置
カ
レ
、何
時
ニ
テ
モ
当
地
ノ
救
援
ニ

当
テ
ラ
ル
ヽ
様
、
計
画
ヲ
立
テ
置
カ
レ
タ
シ
、
尚
貴
官
ニ
於
テ
、
便
利

ノ
方
法
ヲ
以
テ
附
近
各
地
方
長
官
ニ
右
ノ
旨
伝
達
セ
ラ
レ
ラ
シ
、尚
今

回
ノ
地
震
々
源
地
ハ
当
地
ヲ
距
ル
十
数
里
ノ
地
点
ニ
在
ル
カ
如
シ 

 

 

こ
の
公
電
に
よ
っ
て
宮
崎
県
で
は
、一
日
午
前
一
一
時
五
八
分
に
大
地
震
が

あ
り
、
各
所
に
火
災
が
起
り
東
京
の
大
半
殆
ど
が
烏
有
に
帰
し
、
人
畜
の
被
害

財
産
の
損
害
が
甚
大
で
大
規
模
の
救
護
を
要
し
、
ま
た
衛
生
材
料
、
食
糧
品
等

を
輸
送
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

県
庁
で
は
、さ
ら
に
衛
生
材
料
の
収
集
と
衛
生
班
の
派
遣
に
つ
い
て
準
備
に

と
り
か
か
り
、
ま
た
米
そ
の
他
の
必
需
品
の
調
査
と
義
捐
金
に
よ
る
米
穀
の
購

入
に
着
手
し
た
。 

  

【
写
真
４
】
震
災
第
一
報 

 

井
上
内
務
次
官
↓
山
口
県
知
事
経
由
↓
宮
崎
県
知
事
宛
（
送
達
紙
10
枚
） 
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〈
九
月
四
日
〉 

四
日
午
前
二
時
に
は
「
逓
信
省
第
一
信
」
が
届
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
送
達

紙
な
く
経
由
も
不
明
で
あ
る
。） 

 

「
九
月
一
日
、
午
前
十
一
時
五
十
八
分
、
東
京
市
ニ
激
震
ア
リ
尓
後
強
震
数
回

加
フ
ル
ニ
火
災
各
處
ニ
起
リ
、混
乱
ヲ
極
ム
、
全
市
ニ
亘
ル
被
害
甚
大
ナ
ル
モ
、

幸
ニ
昼
間
ナ
リ
シ
為
メ
、
死
傷
者
比
較
的
少
ナ
キ
見
込
、
皇
城
ニ
ハ
御
異
状
ナ

シ
」 

 

し
か
し
現
実
は
、
人
災
だ
け
で
も
死
者
は
九
万
一
千
人
を
超
え
、
ま
た
行
方

不
明
者
も
四
万
二
千
人
を
超
え
る
も
の
と
な
っ
た
。 

さ
ら
に
、
午
後
に
は
鉄
道
局
長
か
ら
の
回
答
が
、
宮
崎
駅
長
か
ら
伝
え
ら
れ

た
。
「
七
日
に
救
助
食
糧
品
等
の
輸
送
の
為
に
、
多
喜
丸
を
門
司
港
か
ら
出
帆

さ
せ
る
。
食
糧
品
が
あ
れ
ば
同
船
に
積
み
込
む
の
で
明
日
五
日
発
送
あ
る
よ

う
。
」
と
の
通
知
で
あ
る
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
県
が
購
入
し
た
米
一
千
俵
を
送
る
こ
と
に
し
て
、農

商
課
と
穀
物
検
査
所
で
は
、購
入
米
の
精
白
の
た
め
電
気
会
社
や
米
商
と
協
議

し
て
、
叱
咤
激
励
し
て
精
白
に
つ
と
め
た
。 

 

そ
の
一
方
で
宮
崎
郡
他
四
郡
長
に
対
し
て
、
さ
し
あ
た
り
各
郡
所
管
内
で
、

明
五
日
朝
八
時
迄
に
出
来
る
限
り
米
麦
と
梅
干
の
収
集
に
努
力
す
る
よ
う
電

話
で
交
渉
し
た
と
こ
ろ
、
各
郡
内
各
種
団
体
も
こ
れ
に
応
じ
て
夜
を
徹
し
て
食

糧
品
の
収
集
に
努
め
、
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

一
方
、
や
っ
と
各
方
面
、
各
機
関
か
ら
の
電
文
情
報
も
知
事
の
も
と
に
届
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

① 

九
月
四
日 

午
前
一
時
四
十
分
着 

熊
本
逓
信
局
長
か
ら
宮
崎
局
長
宛 

訳
文 

本
省
ヨ
リ
逓
信
局
長
及
各
地
方
長
官
宛
連
名
ニ
テ
左
ノ
報
ア
リ
、知
事
ト
打
合

セ
可
然
取
計
ノ
上
何
分
ノ
返
答
ア
レ 

「
三
日
尚
微
震
止
マ
ザ
レ
ト
モ
、
今
朝
来
火
災
終
熄
セ
リ
、
市
民
一
般
ニ
平
隠

ナ
ル
モ
食
糧
品
、
日
用
品
不
足
ノ
為
、
多
大
ノ
不
安
ヲ
生
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
独

リ
天
候
ノ
ミ
平
常
ニ
帰
リ
暑
気
強
シ
、
食
品
、
鍋
釜
ノ
類
極
力
送
来
ア
レ
」 

 

② 

九
月
四
日 

午
前
九
時
十
五
分 

カ
ワ
グ
チ
局
発 

同 
 
 

十
時
二
十
分 

 
 

宮
崎
局
着 

知
事
宛 

 
 
 
 
 

大
阪
府
知
事 

ウ
ナ 

ナ
イ
ム
ジ 

カ
ン
デ 

ン
ト
リ
ツ
グ 

 

ト
ウ
キ
ョ
ウ
ヨ
コ
ハ
マ
ニ
オ
ケ
ル
シ
ン
サ
イ
ヒ
ガ 

イ
キ
ュ
ー
ゴ 

ニ
ヨ
ウ

ス
ル
エ
ー
セ
イ
ザ 

イ
リ
ヨ
ー
ナ
ル
ベ 

ク
タ
ス
ウ
シ
キ
ュ
ー
ハ
ツ
ソ
ウ
カ

タ
ト
リ
ハ
カ
ラ
ワ
レ
タ
シ 

（
特
別
至
急 

 
内
務
部
次
官
電
取
リ
次
グ 
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東
京
横
浜
ニ
於
ケ
ル
震
災
被
害
救
護
ニ
要
ス
ル
衛
生
材
料
可
成
多
数
至
急

発
送
方
取
計
ハ
レ
タ
シ
） 

 

③ 

九
月
三
日 

 

午
後
〇
時
三
十
五
分
発 

 

仙
台
局 

 
 
 
 

四
日 

 
午
前
一
〇
時
四
十
五
分
着 

宮
崎
局 

 

知
事
宛 

 

逓
信
省 
第
二
信 

ウ
ナ 

九
ツ
キ
ニ
ヒ
モ
ジ 

ジ 

ビ 
シ
ン
ア
ル
モ
ハ
シ
キ
コ
ト
ナ
シ
カ
サ
イ
ハ
サ

ク
ヤ
ラ
イ
カ
ク
シ
ヨ
ニ
マ
ン
エ
ン
ニ
ホ
ン
バ 

シ
・
ケ
ウ
バ 

シ
・
カ
ン
ダ
・

ホ
ン
ジ 

ヨ
・
フ
カ
ガ 

ワ
ハ
ダ 

イ
ブ 
ブ 

ン
ソ
ノ
タ
モ
タ
イ
ハ
ン
カ
ク

セ
ウ
チ
ウ
カ
イ
グ 

ン
・
リ
ク
グ 

ン
・
ガ 

イ
ム
・
シ
ホ
ウ
ノ
ホ
カ
ゼ 

ン

ブ 

セ
ウ
シ
ツ
イ
マ
ナ
ホ
カ
ク
シ
ヨ
ニ
ジ 

ヤ
ク
カ
ン
ノ
エ
ン
セ
ウ
ア
リ
シ

カ
レ
ド 

モ
シ
ミ
ン
ハ
チ
チ
ジ 

ヨ
ヲ
マ
モ
リ
テ
ヘ
イ
セ
イ
ナ
リ
」
コ
ウ
ジ 

ヨ
ウ
ア
ン
ゼ 

ン 

テ
イ
シ
ン
セ
ウ
ダ 

イ
ニ 

シ
ン 

（
九
月
二
日
モ
時
々
微
震
ア
ル
モ
甚
シ
キ
コ
ト
ナ
シ 

火
災
ハ
昨
夜
来
各
所

ニ
蔓
延
、
日
本
橋
、
京
橋
、
神
田
、
本
所
深
川
大
部
分
、
其
ノ
他
モ
大
半
、

各
省
中
、
海
軍
、
陸
軍
、
外
務
、
司
法
ノ
外
全
部
焼
失
、
今
尚
各
所
ニ
若
干

ノ
延
焼
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
市
民
ハ
秩
序
ヲ
守
リ
テ
平
静
也 

皇
城
安
全
） 

な
お
朱
書
に
て 

「
本
電
ハ
新
聞
紙
ニ
発
表
差
支
無
之
や
相
伺
ひ
候
」
と
み
え
る
。 

④ 

九
月
四
日 
 

午
後
六
時
四
〇
分 

静
岡
局
発 

 
 

九
月
四
日 

 

午
後
十
時
四
五
分 

宮
崎
局
着 

知
事
宛 

 
 
 

逓
信
次
官 

ウ
ナ 

三
ヒ
ナ
ホ 

ジ 

シ
ン
ヤ
マ
ザ 

ル
モ
コ
ン
テ
ウ
ラ
イ
カ
サ
イ
シ
ユ
ウ
ソ

ク
セ
リ
シ
ミ
ン
一
パ 

ン
ニ
ヘ
イ
オ
ン
ナ
ル
モ
リ
ヨ
ウ
シ
ヨ
ク
ヒ
ン
ニ
チ

ヨ
ウ
ヒ
ン
フ
ソ
ク
ノ
タ
メ
タ
ダ 

イ
ノ
フ
ア
ン
ヲ
カ
ン
ゼ 

ザ 

ル
ヲ
エ

ズ
ヒ
ト
リ
テ
ン
コ
ウ
ノ
ミ
ヘ
イ
ゼ 

ウ
ニ
カ
ヘ
リ
シ
ヨ
キ
ツ
ヨ
シ
シ
ヨ
ク

ヒ
ン
ナ
ベ 

カ
マ
ノ
ル
イ
キ
ョ
ク
リ
ョ
ク
ソ
ウ
ラ
イ
ア
レ 

（
三
日
、
尚
地
震
止
マ
ザ
ル
モ
今
朝
来
火
災
終
息
セ
リ
、
市
民
一
般
ニ
平
穏
ナ

ル
モ
糧
食
品
、
日
用
品
不
足
ノ
為
メ
多
大
ノ
不
安
ヲ
感
ゼ
サ
ル
ヲ
得
ス
、
独

リ
天
候
ノ
ミ
平
常
ニ
帰
リ
暑
気
強
シ
、
食
品
、
鍋
、
釜
ノ
類
極
力
送
来
ア
レ
） 

 ⑤ 
 
 
 
 

（
経
由
発
信
地
不
明
） 

第 
 

号 
 
 

大
正
十
二
年
九
月
四
日 

宮
崎
局
着 

宮
崎
県
知
事
殿 

 
 
 
 

内
務
次
官 

 

非
常
徴
発
ニ
関
ス
ル
件 

今
回
震
災
被
害
者
救
済
ノ
為
メ
九
月
二
日
勅
令
第
三
九
六
号
ヲ
以
テ
非

常
徴
発
令
発
布
セ
ラ
レ
、
仝
日
付
内
務
省
令
号
外
ヲ
以
テ
徴
発
シ
得
ヘ
キ

物
件
等
定
メ
ラ
レ
候
處
、
貴
管
内
ニ
於
テ
救
護
品
蒐
集
ノ
為
メ
右
内
務
省
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令
号
外
第
一
條
ノ
品
目
ニ
付
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
非
常
徴
発
ノ
命
令
ア
リ

タ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
御
處
理
相
成
度
依
命
申
進
候
也 

 
 

追
テ
正
式
ノ
徴
発
命
令
ハ
事
後
ニ
於
テ
御
内
申
ニ
基
キ
発
セ
ラ
ル
ゝ
筈

ニ
付
申
添
置
候 

（
※
電
報
送
達
紙
な
し 

「
非
常
徴
発
令
」
に
つ
い
て
は
文
末
参
照
） 

 
 〈

九
月
五
日
〉 

 
 

県
庁
の
動
き
。
午
前
中
に
食
糧
品
輸
送
の
準
備
は
す
べ
て
完
了
す
る
。 

午
後
二
時
半
、
参
事
会
を
開
き
震
災
地
罹
災
者
救
助
の
た
め
、
一
万
六
三

九
〇
円
を
本
県
予
算
に
計
上
し
、
附
議
す
る
。
満
場
一
致
で
決
議
。 

 

門
司
鉄
道
局
長
か
ら
宮
崎
駅
長
経
由
で
知
ら
さ
れ
た
七
日
出
帆
の
多
喜

丸
は
門
司
発
を
下
関
に
変
更
し
、
ま
た
一
県
五
〇
ト
ン
を
限
り
無
賃
と
し
て

同
船
に
積
込
む
こ
と
に
決
定
し
た
通
知
を
う
け
た
の
で
、差
当
り
指
定
の
五

〇
ト
ン
に
は
県
が
購
入
し
た
米
七
五
〇
俵
と
民
間
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
梅
干

十
八
樽
を
積
む
。
そ
の
他
の
食
糧
品
は
、
震
災
地
へ
の
汽
車
不
通
の
為
輸
送

の
手
段
が
な
く
な
っ
た
の
で
、県
は
た
だ
ち
に
鉄
道
局
を
は
じ
め
各
方
面
に

方
法
を
問
合
せ
る
が
す
ぐ
に
は
途
は
な
い
。
や
む
を
え
ず
門
司
経
由
の
鉄
道

輸
送
の
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
貨
車
の
要
求
を
し
た
と
こ
ろ
、幸
い
配
給

を
得
て
、
午
後
六
時
、
民
間
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
米
麦
そ
の
他
十
余
種
の
日
用

品
一
四
七
個
の
積
込
み
を
し
た
。
結
局
こ
の
日
無
賃
貨
車
五
〇
ト
ン
と
共
に

同
時
に
発
送
で
き
た
。
こ
の
積
込
積
卸
の
た
め
に
県
書
記
一
名
を
派
遣
し
、

ほ
か
に
輸
送
方
法
や
荷
の
積
卸
の
た
め
一
名
の
吏
員
を
派
遣
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
、第
一
報
で
は
発
生
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
動
き
を
ま

と
め
て
い
る
が
、震
災
を
つ
た
え
る
情
報
の
発
信
が
災
害
地
か
ら
で
き
な
い

場
合
の
動
き
は
、多
種
多
様
な
方
法
を
と
れ
る
体
制
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

教
え
る
。
そ
し
て
、
救
済
策
と
し
て
は
、
い
ち
早
い
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。 

こ
の
震
災
の
場
合
、
こ
の
五
日
以
後
も
、
あ
ら
ゆ
る
震
災
地
の
動
向
が
電

報
で
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。 

 ① 

電
報
訳
文 

九
月
五
日 

 

午
後
二
時
五
五
分 

佐
世
保
無
線
発 

 

 

午
後
八
時
二
〇
分 

宮
崎
局
着 

知
事
宛 

 

内
閣
告
諭
第
一
号 

 

東
京
及
近
県
ニ
亘
レ
ル
今
次
ノ
震
災
ハ
伴
フ
ニ
大
火
災
ヲ
以
テ
シ
惨
害
ノ

甚
シ
キ
コ
ト
言
語
ニ
絶
シ
日
常
ノ
設
備
等
全
部

（
朱
）

烏
有
ニ
帰
シ
常
備
ノ
措
置

最
モ
急
ヲ
要
ス
、政
府
ハ
先
ツ
秩
序
ヲ
保
チ
安
定
ヲ
得
シ
ム
ル
ニ
努
メ
食
糧

物
資
ノ
補
給
建
築
材
料
ノ
準
備
其
ノ
他
應
急
百
般
ノ
施
設
ヲ
為
ス
ニ
於
テ

最
善
ノ
努
力
ヲ
竭
シ
ツ
ツ
ア
リ
、
摂
政
殿
下
深
ク
御
憂
慮
ア
ラ
セ
ラ
レ
親
シ

ク
優
渥
ナ
ル
御
沙
汰
ヲ
賜
ヒ
内
努
ノ
資
ヲ
敷
セ
ラ
ル
ル
旨
ヲ
傅
ヘ
ラ
レ
適

宜
応
急
ノ
處
置
ヲ
為
シ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
望
マ
セ
ラ
ル
ゝ
、
生
民
ノ
休
戚
ニ
付
御
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軫
念
ア
ラ
セ
ラ
ル
ゝ
ノ
深
キ
同
胞
ト
共
ニ
本
大
臣
ノ
恐
懼
盛
激
ニ
堪
ヘ
サ

ル
所
ナ
リ
、
茲
ニ
聖
旨
ヲ
奉
シ
テ

應
（
朱
）

急
ノ
処
置
ヲ
取
リ
復
旧
ヲ
図
ル
ハ
政

府
ノ
全
力
ヲ
拳
ケ
テ
事
ニ
縦
フ
所
ナ
ル
モ
又
挙
国
一
致
ノ
奮
起
協
力
ニ
俟

ツ
コ
ト
切
ナ
リ
冀
ク
ハ
罹
災
者
ハ
固
ヨ
リ
一
般
ノ
国
民
皆
克
ク
聖
旨
ノ
篤

キ
ヲ
奉
體
シ
官
民
戮
力
以
テ
仁
慈
ナ
ル
御
沙
汰
ノ
貫
徹
ヲ
期
シ
各
自
相
激

励
シ
テ
適
應
ノ
處
置
ヲ
愆
ラ
ス
此
ノ
異
常
ノ
災
害
ニ
対
シ
テ
絶
大
ノ
努
力

ヲ
致
サ
レ
ム
コ
ト
ヲ
、
之
レ
本
大
臣
ノ
切
望
ニ
堪
ヘ
サ
ル
所
ナ
リ 

大
正
十
二
年 

九
月 

四
日 

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵 

山
本
権
兵
衛 

（
※
電
報
送
達
紙
な
し
） 

 

② 

九
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

鹿
児
島
局
発 

 
 

 

午
後
二
時
三
五
分 

宮
崎
局
着 

知
事
宛 

 
 
 
 
 
 
 

鹿
児
島
県
知
事 

ト
ウ
ケ
フ
チ
ハ
ウ
ノ 

サ
イ
ガ 

イ
ニ
タ
イ
シ
シ
ヨ
ク
リ
ヨ
ウ
ソ
ノ
タ
ノ
キ

ウ
ゴ 

ザ 

イ
レ
ウ
ノ
ユ
ソ
ウ
ハ 

カ
イ
リ
ク
ト
モ
ニ
コ
シ
ヨ
ウ
オ
ホ
ク
イ

ノ
ゴ 

ト
ク
ナ
ラ
ス 

イ
カ
ン
ニ
タ
ヘ
ザ 

ル
シ
タ
イ
ナ
ル
ガ 

キ
ケ
ン
ノ

ユ
ソ
ウ
ハ
イ
カ
ナ
ル
ヤ
モ
シ
テ
イ
タ
イ
ノ
ジ 

ヨ
ウ
タ
イ
ニ
ア
ラ
バ
ホ
ン
ケ

ン
ニ
オ
イ
テ
ハ
キ
ケ
ン
ナ
ラ
ビ 

ニ
ク
マ
モ
ト
ケ
ン
レ
ン
ゴ 

ウ
ノ
ウ
エ
ト

ウ
チ
ヨ
リ
オ
ホ
サ
カ
シ
ヨ
ウ
セ
ン
カ
イ
シ
ヤ
ノ
キ
セ
ン
ヲ
シ
タ
テ
キ
チ
ニ
キ

コ
ウ
シ
サ
イ
ガ 

イ
チ
ヘ
ユ
ソ
ウ
ノ
キ
バ 

ウ
ヲ
ユ
ウ
ス
コ
ノ
ホ
ウ
ホ
ウ
ニ

ヨ
レ
バ 

ヨ
コ
ハ
マ
マ
デ 

四
ヒ
カ
ン
ニ
シ
テ
ト
ゝ
コ
ホ
リ
ナ
ク
ソ
ウ
タ
ツ

シ
ウ
ル
ノ
ベ 

ン
ア
リ
ゴ 

サ
ン
ド 

ウ
ヲ
エ
バ 

タ
タ
チ
ニ
ジ 

ユ
ン
ビ 

ニ
ト
リ
カ
カ
リ
タ
シ
ゴ 

ケ
ツ
テ
イ
ノ
ウ
エ
モ
ツ
カ
キ
ケ
ン
ノ
テ
イ
タ
イ
ヒ

ン
ニ
シ
テ
ミ
ギ 

ユ
ソ
ウ
ニ
ヨ
ラ
ル
ベ 

キ
ミ
コ
ミ
ト
ン
ス
ウ
ヲ
モ
ア
ワ
セ

テ
シ
キ
ウ
ゴ 

ヘ
ン
デ 

ン
ヲ
コ
フ
」 

（
東
京
地
方
ノ
災
害
ニ
対
シ
食
糧
其
他
ノ
救
護
材
料
ノ
輸
送
ハ
海
陸
共
ニ
故

障
多
ク
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ス
遺
憾
ニ
不
堪
次
第
ナ
ル
ガ
貴
縣
ノ
輸
送
ハ
如
何

ナ
ル
ヤ
若
シ
停
滞
ノ
状
態
ニ
ア
ラ
バ
本
県
ニ
於
テ
ハ
貴
県
並
ニ
熊
本
県
連

合
ノ
上
、
当
地
ヨ
リ
大
阪
商
船
会
社
ノ
汽
船
ヲ
仕
立
テ
貴
地
ニ
寄
港
シ
災
害

地
ヘ
輸
送
ノ
希
望
ヲ
有
ス
、此
ノ
方
法
ニ
依
レ
バ
横
浜
迄
デ
四
日
間
ニ
シ
テ

滞
リ
ナ
ク
送
達
シ
得
ル
ノ
便
ア
リ
、
御
賛
同
ヲ
得
バ
直
チ
ニ
準
備
ニ
取
リ

カ
ヽ
リ
度
シ 

御
決
定
ノ
上
目
下
貴
縣
ノ
停
滞
品
ニ
シ
テ
右
輸
送
ニ
依
ラ

ル
ベ
キ
見
込
噸
数
ヲ
モ
合
セ
テ
至
急
御
返
電
ヲ
乞
フ
） 

 

〈
九
月
六
日
〉 

九
月
六
日 

午
後
六
時
九
分 

熊
本
局
発 

 

 
 
 

九
月
六
日 

午
後
七
時
四
分 

宮
崎
局
着 

知
事
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 

熊
本
逓
信
局
長 

 
シ
ン
サ
イ
チ
ニ
ハ
ツ
チ
ヤ
ク
ス
ル
デ 

ン
ポ
ウ
ハ
ホ
ン
ヒ
ヨ
リ
カ
キ
ノ
ト

ホ
リ
ト
リ
ア
ツ
カ
フ
」 

リ
サ
イ
チ
ニ
オ
イ
テ
ハ
ス
ベ 

テ
ハ
ツ
シ
ン
ニ
ン
ノ
キ
ケ
ン
フ
タ
ン
ニ
ヨ
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リ
カ
ン
ポ 

ウ
ハ
サ
イ
ガ 

イ
ノ
オ
ウ
キ
ウ
ソ
チ
マ
タ
ハ
コ
ウ
ア
ン
ヰ
ジ 

ニ
チ
ヨ
ク
セ
ツ
ジ 

ウ
ヨ
ウ
ナ
ル
カ
ン
ケ
イ
ア
ル
モ
ノ
シ
ホ
ウ
ハ
リ
サ
イ

シ
ミ
ン
ノ
リ
サ
イ
ニ
カ
ン
シ
ハ
ツ
ス
ル
モ
ノ
ニ
カ
ギ 

リ
ウ
ケ
ツ
ケ
リ
サ

イ
チ
ヘ
ア
テ
ハ
ツ
シ
ン
ス
ル
デ 

ン
ポ 

ウ
ハ
サ
イ
ガ 

イ
ノ
オ
ウ
キ
ウ

ソ
チ
マ
タ
ハ
コ
ウ
ア
ン
ヰ
ジ 

ニ
チ
ヨ
ク
セ
ツ
ジ 

ウ
ヨ
ウ
ナ
ル
カ
ン
ケ

イ
ア
ル
カ
ン
ポ 
ウ
ニ
カ
ギ
リ
ウ
ケ
ツ
ケ
シ
ホ
ウ
ハ
ト
ウ
ブ 

ン
ノ
ウ
チ

ウ
ケ
ツ
ケ
ヲ
ナ
サ
ズ 

 

（
震
災
地
ニ
発
着
ス
ル
電
報
ハ
、
本
日
ヨ
リ
下
記
ノ
通
取
扱
フ 

罹
災
地
ニ

於
テ
ハ
、
総
テ
発
信
人
ノ
危
険
負
担
ニ
依
リ
、
官
報
ハ
災
害
ノ
応
急
措
置

又
ハ
公
安
維
持
ニ
直
接
重
要
ナ
ル
関
係
ア
ル
モ
ノ
、
私
報
ハ
罹
災
市
民
ノ

罹
災
ニ
関
シ
発
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
受
付
、
罹
災
地
ヘ
宛
発
信
ス
ル
電
報
ハ

災
害
ノ
応
急
措
置
又
ハ
公
安
維
持
ニ
直
接
重
要
ナ
ル
関
係
ア
ル
官
報
ニ
限

リ
受
付
、
私
報
ハ
当
分
ノ
内
受
付
ヲ
ナ
サ
ズ
） 

 〈
九
月
七
日
〉 

①
（
宮
第
一
三
五
五
号
） 

 
 
 
 

（
原
書
ハ
知
事
官
房
） 

大
正
十
二
年
九
月
七
日 

大
阪
府
知
事 

宮
崎
県
知
事
殿 

神
奈
川
縣
宛
事
務
応
援
ノ
件 

神
奈
川
県
内
今
回
ノ
震
災
ニ
付
救
護
其
他
事
務
多
忙
ヲ
極
メ
候
ニ
付
テ

ハ
何
時
各
府
県
ノ
応
援
方
申
出
ル
モ
難
計
候
条
其
ノ
節
ハ
速
ニ
其
ノ
要

求
応
シ
得
ル
様
、
予
メ
御
手
配
宜
相
成
候
様
致
度
同
県
知
事
ヨ
リ
ノ
依
頼

ノ
次
第
有
之
、
右
及
通
牒
候
也 

 

②  

九
月
七
日 

午
後
四
時 

五
分 

東
京
発 

 
 

 
  

九
月
七
日 

午
後
七
時
五
〇
分 

宮
崎
局
着 

 

知
事
宛 

 
 

臨
時
震
災
救
護
事
務
局
材
料
部 

各
省
ニ
於
テ
直
接
震
災
救
護
用
品
買
上
ケ
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ハ
地
方
長
官

ト
協
議
ス
ベ
キ
旨
大
臣
ニ
通
牒
シ
置
キ
タ
リ 

※
は
じ
め
て
東
京
か
ら
の
発
信
が
直
接
宮
崎
局
に
届
く
。 

 

③  

九
月
七
日 

午
後
一
時
一
分 

 

熊
本
発 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

午
後
一
時
二
三
分  

宮
崎
局
着 

 

知
事
宛 

 
 
 

熊
本
逓
信
局
長 

 
 

テ
イ
シ
ン
シ
ヨ
ウ
ヨ
リ
サ
ノ
ホ
ウ
ア
リ
ナ
ホ
マ
レ
ニ
ゲ 

キ
シ
ン
ア
レ

ト
モ
ザ 

ン
ジ 

ヘ
イ
オ
ン
ニ
フ
ク
キ
ウ
セ
リ
ホ
ン
ヒ
ヨ
リ
シ
ン
サ
イ

チ
ニ
オ
イ
テ
ハ
イ
ツ
パ 

ン
コ
ウ
シ
ウ
ノ
リ
サ
イ
デ 

ン
ポ 

ウ
オ
ヨ

ビ 

サ
イ
シ
ヨ
ウ
ゲ 

ン
ド 

ノ
ユ
ウ
ビ 

ン
ニ
カ
ギ 

リ
ウ
ケ
ツ
ケ

カ
イ
シ
セ
シ
ガ 

サ
シ
ダ 

シ
ニ
ン
サ
ツ
ト
ウ
ヒ
キ
ウ
ケ
ス
ウ
ハ
ナ
ハ

ダ 
オ
ウ
シ 
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（
逓
信
省
ヨ
リ
左
ノ
報
ア
リ
、猶
ホ
稀
ニ
激
震
ア
レ
ド
モ
漸
次
平
穏
ニ
復

旧
セ
リ
、
本
日
ヨ
リ
震
災
地
ニ
於
テ
ハ
、
一
般
公
衆
ノ
罹
災
電
報
及
ビ

最
小
限
度
ノ
郵
便
ニ
限
リ
受
付
開
始
セ
シ
ガ
差
出
人
殺
到
引
受
数
甚

ダ
多
シ
） 

 ④ 

九
月
七
日 
午
前
九
時
五
六
分 

宮
崎
局
着 

 

知
事
宛 

 
 

熊
本
逓
信
局
長 

其
ノ
筋
ヨ
リ
依
頼
ア
リ
、
左
ノ
意
味
至
急
各
方
面
ニ
傅
ハ
ル
様
御
取
計

ヲ
得
タ
シ 

東
京
ハ
食
物
宿
舎
共
ニ
甚
シ
ク
缼
乏
シ
ア
ル
ニ
ツ
キ
此
ノ
際
、
東
京
ノ

混
乱
ヲ
减
ス
ル
為
見
舞
其
ノ
他
ノ
上
京
ハ
見
合
ハ
サ
レ
度
キ
其
ノ
筋

ノ
意
向
ナ
リ 

（
※
電
報
送
達
紙
な
し 

同
様
の
意
味
の
電
文
が
第
六
師
団
司
令
部

か
ら
も
あ
り
） 

 

〈
九
月
八
日
〉 

 
 
 

① 

九
月
八
日 

 

午
前
〇
時
三
〇
分
受
付 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
三
時 

 
 

着 

知
事
宛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
崎
県
知
事 

（
訳
文 

本
文
は
12
枚
送
達
紙
【
写
真
５
】） 

内
務
大
臣
ノ
訓
電
ヲ
貴
官
ニ
伝
達
ス
、
東
京
横
浜
地
方
今
次
ノ
災
害
ハ

近
来
希
有
ノ
大
惨
事
ニ
シ
テ
政
府
ハ
直
チ
ニ
罹
災
者
ノ
救
護
ト
人
心
ノ

安
定
治
安
ノ
保
持
ニ
意
ヲ
致
シ
、
特
ニ
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
官
制
ヲ

発
布
シ
テ
関
係
各
省
ノ
連
絡
ヲ
計
リ
救
療
事
務
ヲ
敏
活
ニ
シ
、
一
面
戒

厳
ヲ
宣
シ
テ
治
安
ノ
維
持
ニ
努
メ
ツ
ツ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
数
十
百
万
ニ
上

ル
罹
災
者
ノ
救
療
ニ
ハ
尚
幾
多
ノ
施
設
ヲ
要
シ
帝
都
ノ
治
安
人
心
安
定

ノ
確
保
ニ
ハ
尚
多
ク
ノ
時
日
ヲ
要
ス
ヘ
シ
、
コ
ノ
大
惨
事
ニ
際
シ
テ
ハ

往
々
故
意
に
ニ
風
説
ヲ
捏
造
ス
ル
者
ア
リ
テ
全
国
ニ
ワ
タ
リ
広
ク
人
心

動
揺
シ
、
軽
微
事
故
モ
之
ヲ
重
大
視
シ
或
ハ
徒
ラ
ニ
風
説
ヲ
信
ジ
テ
軽

挙
妄
動
ヲ
招
致
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
特
ニ
交
通
通
信
機
関
ノ
欠
如
セ
ル
今

日
ニ
在
リ
テ
ハ
地
方
各
都
市
町
村
ノ
治
安
ハ
一
ツ
ニ
地
方
長
官
ニ
一
任

ス
ル
ノ
外
途
ナ
ク
、
コ
ノ
際
管
内
ノ
治
安
ニ
関
シ
特
ニ
慎
密
周
到
ノ
考

慮
ヲ
廻
ラ
シ
臨
機
必
要
ノ
際
ハ
適
宜
隣
府
県
又
ハ
軍
官
憲
ト
協
力
シ
保

安
ノ
任
ヲ
全
フ
セ
ラ
ル
ヘ
シ 

 

【
写
真
５
】
送
達
紙 

長
崎
県
知
事
↓
宮
崎
県
知
事
宛 
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② 

九
月
八
日 

 

午
後
三
時
四
七
分
発 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

午
後
四
時
四
六
分
着 

知
事
宛 

 
 
 
 
 

長
崎
県
知
事 

リ
ン
ジ 
シ
ン
サ
イ
キ
ウ
ゴ 

ジ 

ム
キ
ヨ
ク
ヨ
リ
ノ
メ
イ
ニ
ヨ
リ
ジ 

コ
ン
コ
ウ
ホ
ウ
ハ
ホ
ン
ケ
ン
ヨ
リ
デ 

ン
タ
ツ
ス
ネ
ン
ノ
タ
メ 

（
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
ヨ
リ
ノ
命
ニ
依
リ
自
今
公
報
ハ
本
県
ヨ
リ
伝
達

ス 

念
ノ
為
メ
） 

 

〈
九
月
九
日
〉 

 
 

① 

九
月
九
日 

午
後
六
時
三
九
分 

長
崎
発 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

午
後
八
時
五
〇
分 

宮
崎
局
着 

 

知
事
宛 

 
 
 
 
 
 

長
崎
県
知
事 

臨
時
震
災
事
務
局
ヨ
リ
ノ
電
報
ヲ
移
牒
ス 

米
ノ
蒐
集
ニ
付
テ
ハ
各
位
ノ
努
力
ニ
依
リ
当
分
ノ
消
費
ニ
対
応
ス
ル
数
量

調
達
ノ
見
込
付
キ
タ
ル
ニ
付
既
ニ
蒐
集
手
続
済
ノ
モ
ノ
ヲ
発
送
ヤ
ラ
ル
ル

外
ハ
更
ニ
後
日
御
依
頼
ス
ル
迄
新
ニ
蒐
集
方
見
合
セ
ラ
レ
タ
シ 

 

② 

九
月
九
日 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
発 

九
月
九
日 

午
後
七
時
四
〇
分 

宮
崎
局
着 

 

知
事
宛 

 
 
 
 
 
 

臨
時
震
災
救
護
事
務
局 

寄
贈
品
以
外
ノ
諸
材
料
ハ
注
文
ノ
外
自
発
的
発
送
ハ
見
合
サ
レ
タ
シ 

（
原
書
ハ
地
方
課
ヘ
） 

 

〈
九
月
十
日
〉 

 

① 

大
正
十
二
年
九
月
十
日 

廳
府
縣
長
官
殿 

 
 
 

内
務
省
警
保
局
長 

上
京
者
ノ
制
限
ニ
関
シ
テ
ハ
曩
ニ
数
次
通
牒
ノ
趣
旨
ニ
基
キ
御
配
慮
ノ
コ

ト
ト
存
候
ヘ
共
今
尚
充
分
ナ
ル
效
果
ヲ
見
サ
ル
ハ
遺
憾
ニ
耐
ヘ
ス
、
見
物

人
ト
覚
シ
キ
多
数
人
ノ
入
京
退
京
ノ
為
メ
東
京
市
内
ノ
交
通
著
シ
ク
阻
害

セ
ラ
レ
居
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
殊
ニ
此
等
ノ
人
々
ノ
退
京
ス
ル
ニ
際
シ
テ
ハ
無

賃
運
送
ノ
特
典
ニ
乘
シ
避
難
老
幼
婦
女
子
等
ノ
弱
者
ヲ
押
退
ケ
乘
車
シ
為

メ
ニ
避
難
民
ノ
退
京
ヲ
益
々
困
難
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
状
況
ニ
有
之
、
此
際
入

京
者
ノ
取
締
制
限
ニ
対
シ
テ
此
ノ
事
情
ヲ
宣
傳
シ
尚
一
層
ノ
御
尽
力
煩
シ

度 （
※
電
報
送
達
紙
な
し
） 

 

② 

九
月
十
日 

午
後
一
時
二
八
分 

長
崎
発 

午
後
三
時
一
〇
分 

宮
崎
局
着 

知
事
宛 

 
 
 
 
 
 

長
崎
県
知
事 

キ
ウ
ゴ 

ジ 

ム
キ
ヨ
ク
ヨ
リ
ノ
デ 

ン
ポ 

ウ
ヲ
イ
テ
ウ
ス
」 

リ
サ
イ
チ
ニ
オ
ケ
ル
キ
ウ
ゴ 

ヨ
ウ
ジ 

ド 

ウ
シ
ヤ
ニ
ヒ
ツ
ヨ
ウ
ナ
ル

ア
ブ 
ラ
ル
イ
ノ
ジ 

ユ
ヨ
ウ
キ
ヨ
ガ 

ク
ニ
タ
ツ
ス
ベ 

キ
ニ
ツ
キ
カ
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ク
チ
ホ
ウ
ト
モ
ジ 

ド 

ウ
シ
ヤ
ヨ
ウ
ア
ブ 

ラ
ル
イ
ノ
セ
ツ
ヤ
ク
ニ
ツ

キ
キ
ヨ
ク
リ
ヨ
ネ
ゴ 

ハ
イ
リ
ヨ
コ
フ 

 

③ 

九
月
十
日 

午
前 

八
時
五
〇
分
発 

 
 
 
 
 
 
 

一
〇
時
一
九
分
着 

知
事
宛 

 
 
 
 

臨
時
震
災
局
衛
生
医
療
部 

ミ
ハ
ツ
ノ
キ
ウ
ゴ 

ハ
ン 
ハ
シ
ユ
ツ
パ 

ツ
ミ
ア
ワ
セ
ラ
レ
タ
シ 

  

【
参
考
】 

震
災
に
関
し
「
緊
急
勅
令
七
件
ほ
か 

付
内
務
省
令
号
外
」
が
出
さ
れ
る
が
、

な
か
で
も
九
月
二
日
附
で
届
い
た
も
の
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
い
く
つ

か
を
紹
介
す
る
。 

一
、
警
戒
令 

一
、
同
上
施
行
令 

一
、
（
臨
時

非

常

）
徴
発
令 

【
写
真
６
】 

一
、
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
設
置 

一
、
生
活
必
需
品
ニ
対
ス
ル
暴
利
取
締
ノ
件 

一
、
私
法
上
ノ
金
銭
債
務
ノ
支
払
延
期
及
手
形
等
ノ
権
利
保
存 

 
 

行
為
期
間
延
長
ニ
関
ス
ル
件 

一
、
治
安
維
持
ノ
為
ニ
ス
ル
罰
則
ニ
関
ス
ル
件 

              

①
（
知
事
宛
） 

 
 
 
 
 

九
月
十
日
受 

 
 

 

勅
令
第
三
九
六
号 

非
常
徴
發
令 

第
一
條 

大
正
一
二
年
九
月
一
日
ノ
地
震
ニ
基
ク
被
害
者
ノ
救
済
ニ
必
要
ナ

ル
食
糧
、
建
築
材
料
、
衛
生
材
料
、
運
搬
具
其
ノ
他
ノ
物
件
又
ハ
労
務
ハ

内
務
大
臣
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
其
ノ
非
常
徴
發
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ

得 
【
写
真
６
】
非
常
徴
発
令
（
写
） 
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第
二
條 

非
常
徴
発
ハ
地
方
長
官
ノ
徴
発
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ 

第
三
條 

非
常
徴
発
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
徴
発
ノ
命
令
ヲ
拒
ミ
又
徴
発
物

件
ヲ
藏
匿
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
之
ヲ
徴
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
四
條 
徴
発
物
件
又
ハ
労
務
ニ
対
ス
ル
賠
償
ハ
其
ノ
地
市
場
ニ
於
ケ
ル
前

三
年
間
ノ
平
均
価
格
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム
、
其
ノ
平
均
価
格
ニ
依
リ
難
キ
モ

ノ
ハ
評
価
委
員
ノ
評
定
ス
ル
処
ニ
依
ル 

第
五
條 

非
常
徴
発
ノ
命
令
ヲ
拒
ミ
又
ハ
徴
発
物
件
ヲ
藏
匿
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ

三
年
以
下
ノ
禁
錮
又
ハ
三
千
圓
以
下
ノ
罪
金
ニ
処
ス
、
徴
発
シ
得
ヘ
キ
物

品
ニ
関
シ
当
該
官
吏
吏
員
ニ
対
シ
申
告
ヲ
拒
ミ
又
ハ
虚
偽
ノ
申
告
ヲ
為
シ

タ
ル
者
又
同
シ 

第
六
條 

徴
発
物
件
ノ
種
類
賠
償
ノ
手
續
評
価
委
員
ノ
組
織
其
ノ
他
本
令
ノ

施
行
ニ
必
要
ナ
ル
規
程
ハ
内
務
大
臣
之
ヲ
定
ム 

 
 

附
則 

 

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス 

 

② 

勅
令
第
三
百
九
八
号 

 
 

一
定
区
域
ヲ
限
リ
別
ニ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
戒
厳
令
中
必
要
ノ
規

定
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
得 

 
 
 
 
 

附
則 

 
 

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス 

 

③ 

大
正
一
二
年
勅
令
三
百
九
十
八
号
ニ
依
リ
左
ノ
区
域
ニ
戒
厳
令
第
九
條

及
第
一
四
條
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
、 

 

但
シ
同
條
中
司
令
官
ノ
職
務
ハ
東
京
衛
戍
司
令
官
之
ヲ
行
フ 

 
 

東
京
市 

荏
原
郡 

豊
多
摩
郡 

北
豊
島
郡 

南
足
立
郡 

南
葛
飾
郡 

 
 
 
 
 

附
則 

 
 

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス 


